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◯
知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
一
・

情
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開
課
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１

◯
秋
田
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
三
二
・
人
事
課
）
…
２

◯
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
三
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
四
・
科
学
技
術
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
五
・
科
学
技
術
課
）
…
…
…
６

◯
秋
田
県
立
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
六
・
科
学
技
術
課
）
…
…
…
…
…
７

◯
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
七
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
三
八
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
九
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四

〇
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

◯
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
一
・
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
…
23

◯
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
四
二
・
健
康
対
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25

◯
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
三
・
医
務
薬
事
課
）
…
25

◯
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
四
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
26

◯
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
五
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
27

◯
秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
六
・
医
務

薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
27

◯
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
七
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
27

◯
秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
八
・

医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
28

◯
秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
九
・
医

務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29

◯
秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
五
〇
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
30

◯
秋
田
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
五
一
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
49

◯
秋
田
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
五
二
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
49

◯
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
三
・
水
田
総
合
利
用
課
）
…
…
49

◯
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五

四
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
50

◯
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
五
・
商
工
業
振

興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
50

◯
秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
六
・
商
工
業
振
興

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
50

◯
秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
五
七
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
51

訓
　
令

◯
秋
田
県
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
三
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
52

◯
秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
四
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
53

◯
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
五
・
人
事
課
）
…
…
…
53

◯
秋
田
県
職
務
発
明
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
六
・
科
学
技
術
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
53

◯
保
育
士
、
保
育
所
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令
（
七
・
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
54

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
一
号

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
四
十

１

ペ
ー
ジ

規
　
　
　
　
　
　
則
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「
電
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、

「

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

２

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
の

救
済

方
法

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
、

知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の

救
済

方
法

１
　
こ
の
処
分
に
不
服
が

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

秋
田
県
を
代
表
す
る
者

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し

起
算
し
て
１
年
を
経
過

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て

え
は
、
異
議
申
立
て
に

起
算
し
て
６
月
以
内
に

で
あ
つ
て
も
、
決
定
の

処
分
の
取
消
し
の
訴
え

あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

6
0
日
以
内
に
、
秋
田
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を

。の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て

は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と

、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら

し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

１
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴

対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

６
条
の
規
定
に
よ
り
、

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
二
号

秋
田
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七

年
秋
田
県
条
例
第
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
報
告
書
の
様
式
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
共
同
処
理
事
項
）

第
三
条

任
命
権
者
は
、
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
に
他
の
任
命
権
者
と
共

同
し
て
事
務
処
理
を
行
う
事
項
（
以
下
「
共
同
処
理
事
項
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

共
同
処
理
事
項
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
当
該
他
の
任
命
権
者
に
依
頼
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
依
頼
を
受
け
た
任
命
権
者
が
行
う
報
告
に
は
、
共
同
処
理

事
項
で
あ
る
旨
及
び
依
頼
を
し
た
任
命
権
者
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
三
号

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

た
処
分
取
消

訴
提
起
す

１
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴

対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

電
話
　
　
　
電
話
番
号
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住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
九
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
」

を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
第
三
号
中
「
登
記
事
項
証
明
書
（
」
及
び
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
同
項
第
四
号
中
「
法
人
登
記
簿
謄
本
並
び
に
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
前
号
に
定
め

る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
）

第
五
条

条
例
別
表
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
住
所
若
し
く
は
氏
名
に
つ
い
て

の
確
認
と
す
る
。

３

一
　
法
人
等
の
県
民
税
の
賦
課

二
　
利
子
等
に
係
る
県
民
税
の
賦
課

三
　
特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
の
賦
課

四
　
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る

県
民
税
の
賦
課

五
　
事
業
税
の
賦
課

六
　
不
動
産
取
得
税
の
賦
課

七
　
県
た
ば
こ
税
の
賦
課

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県

条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い

う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号

に
掲
げ
る
納
税
義
務
者

県
税
条
例
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
利
子
割
の
特
別
徴
収
義
務
者

県
税
条
例
第
四
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
配
当
割
の
特
別
徴
収
義
務
者

県
税
条
例
第
四
十
七
条
の
十
七
第
一
項
に
規

定
す
る
株
式
等
譲
渡
所
得
割
の
特
別
徴
収
義
務

者
県
税
条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
に
規
定
す
る
事
業
税
の
納
税
義
務
者

県
税
条
例
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
不
動
産

取
得
税
の
納
税
義
務
者

県
税
条
例
第
八
十
条
に
規
定
す
る
県
た
ば
こ

八
　
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
賦
課

九
　
自
動
車
税
の
賦
課

十
　
鉱
区
税
の
賦
課

十
一
　
自
動
車
取
得
税
の
賦
課

十
二
　
軽
油
引
取
税
の
賦
課

税
の
納
税
義
務
者

県
税
条
例
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ゴ

ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

（一）

県
税
条
例
第
百
二
十
三
条
に
規
定
す
る
自

動
車
税
の
納
税
義
務
者

（二）

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
十
六
条

の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
引
き

続
き
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
の
当
該
減
免
の
申
出
に
係
る
同
項
第
一
号

に
規
定
す
る
申
請
者
、
同
項
第
二
号
に
規
定

す
る
身
体
障
害
者
等
又
は
同
項
第
三
号
に
規

定
す
る
自
動
車
の
所
有
者
及
び
当
該
自
動
車

を
運
転
す
る
者
で
あ
っ
て
、
（一）
に
掲
げ
る
者

以
外
の
も
の

県
税
条
例
第
百
三
十
八
条
に
規
定
す
る
鉱
区

税
の
納
税
義
務
者

県
税
条
例
第
百
七
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百

七
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の

納
税
義
務
者

（一）

県
税
条
例
第
百
七
十
五
条
第
四
項
若
し
く

は
第
五
項
又
は
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
軽
油
引
取

税
の
納
税
義
務
者

（二）

県
税
条
例
第
百
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

（三）

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
十
六
第
四
項
又
は

第
七
百
条
の
十
九
第
五
項
に
規
定
す
る
軽
油
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第
六
条

条
例
別
表
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
住
所
若
し
く
は
氏
名
に
つ
い
て

の
確
認
と
す
る
。

４

十
三
　
狩
猟
税
の
賦
課

十
四
　
県
民
税
又
は
軽
油
引
取
税
の
徴
収

十
五
　
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
県
た

ば
こ
税
、
自
動
車
税
、
鉱
区
税
、
自
動

車
取
得
税
又
は
狩
猟
税
の
徴
収

引
取
税
の
納
税
義
務
者

県
税
条
例
第
百
九
十
四
条
に
規
定
す
る
狩
猟

税
の
納
税
義
務
者

（一）

納
税
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義
務
者
又
は

第
二
次
納
税
義
務
者
若
し
く
は
保
証
人
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
納
税
者
等
」
と
い

う
。
）

（二）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
上
に
質
権
、
抵

当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
、
賃
借
権
そ
の

他
の
権
利
を
有
す
る
者

（三）

納
税
者
等
が
譲
渡
し
た
財
産
で
そ
の
譲
渡

に
よ
り
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
の

権
利
者

（四）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
を
占
有
し
て
い

る
第
三
者
又
は
こ
れ
を
占
有
し
て
い
る
と
認

め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
第
三
者

（五）

納
税
者
等
に
対
し
債
権
若
し
く
は
債
務
が

あ
り
、
又
は
納
税
者
等
か
ら
財
産
を
取
得
し

た
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

者
（一）

納
税
者
又
は
第
二
次
納
税
義
務
者
若
し
く

は
保
証
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
納
税

者
等
」
と
い
う
。
）

（二）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
上
に
質
権
、
抵

当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
、
賃
借
権
そ
の

他
の
権
利
を
有
す
る
者

（三）

納
税
者
等
が
譲
渡
し
た
財
産
で
そ
の
譲
渡

に
よ
り
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
の

権
利
者

（四）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
を
占
有
し
て
い

る
第
三
者
又
は
こ
れ
を
占
有
し
て
い
る
と
認

め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
第
三
者

十
六
　
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
徴
収

備
考一

　
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
下
欄
に
定
め
る
納
税
義
務
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義

務
者
又
は
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
下
欄
に
定
め
る
納
税
者
等
が
法
人
で
あ
る

場
合
は
、
そ
の
法
人
（
当
該
法
人
が
合
併
し
た
場
合
に
は
、
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法

人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
）
の
役
員
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。

二
　
第
五
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
下
欄
に
定
め
る
納
税
義
務
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義

務
者
又
は
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
下
欄
に
定
め
る
納
税
者
等
に
は
、
こ
れ
ら

の
者
に
相
続
が
あ
っ
た
場
合
の
そ
の
相
続
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（五）

納
税
者
等
に
対
し
債
権
若
し
く
は
債
務
が

あ
り
、
又
は
納
税
者
等
か
ら
財
産
を
取
得
し

た
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

者
（一）

特
別
徴
収
義
務
者
又
は
第
二
次
納
税
義
務

者
若
し
く
は
保
証
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
納
税
者
等
」
と
い
う
。
）

（二）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
上
に
質
権
、
抵

当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
、
賃
借
権
そ
の

他
の
権
利
を
有
す
る
者

（三）

納
税
者
等
が
譲
渡
し
た
財
産
で
そ
の
譲
渡

に
よ
り
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
の

権
利
者

（四）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
を
占
有
し
て
い

る
第
三
者
又
は
こ
れ
を
占
有
し
て
い
る
と
認

め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
第
三
者

（五）

納
税
者
等
に
対
し
債
権
若
し
く
は
債
務
が

あ
り
、
又
は
納
税
者
等
か
ら
財
産
を
取
得
し

た
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

者
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号

秋
田
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
大
学
学
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
地
域
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
長

二
　
地
域
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
専
任
の
教
授

三
　
各
学
部
の
各
学
科
ご
と
に
所
属
す
る
教
授
一
名

四
　
総
合
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
教
授
一
名

五
　
秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
に
所
属
す
る
教
授
一
名

六
　
木
材
高
度
加
工
研
究
所
に
所
属
す
る
教
授
一
名

第
二
十
一
条
第
二
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

第
二
十
九
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
入
学
の
時
期
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
期
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
研
究
生
　
各
月
の
初
日

二
　
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
科
目
等
履
修
生
、
第
六
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
聴
講
生
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
学
長
が
認
め
る

者
　
後
期
の
始
め

第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
高
等
学
校
」
の
下
に
「
又
は
中
等
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
項
第

六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
　
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
に
よ
る
高
等

学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学

入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に

合
格
し
た
者
を
含
む
。
）

第
三
十
条
第
一
項
第
七
号
中
「
そ
の
他
」
を
削
り
、
「
相
当
の
年
齢
に
達
し
」
を
「
入
学
資
格
審

査
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
認
め
た
者
」
の
下
に
「
で
、
十
八
歳
に
達
し
た
も
の
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
号
の
表
教
養
基
礎
教
育
科
目
教
養
教
育
科
目
の
項
中
「
哲
学
・
倫
理
学
Ⅰ
」
を
「
哲
学

５

一
　
産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課

二
　
産
業
廃
棄
物
税
の
徴
収

備
考一

　
第
一
号
の
下
欄
に
定
め
る
特
別
徴
収
義
務
者
若
し
く
は
納
税
者
又
は
第
二
号
の
下
欄

に
定
め
る
納
税
者
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
（
当
該
法
人
が
合
併
し
た
場

合
に
は
、
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含

む
。
）
の
役
員
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

二
　
第
一
号
の
下
欄
に
定
め
る
特
別
徴
収
義
務
者
若
し
く
は
納
税
者
又
は
第
二
号
の
下
欄

に
定
め
る
納
税
者
等
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
相
続
が
あ
っ
た
場
合
の
そ
の
相
続
人
を
含

む
も
の
と
す
る
。

（一）

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
四

年
秋
田
県
条
例
第
七
十
三
号
）
第
八
条
第
一

項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
税

の
特
別
徴
収
義
務
者

（二）

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
第
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
税
の
納
税
者

（一）

納
税
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義
務
者
又
は

第
二
次
納
税
義
務
者
若
し
く
は
保
証
人
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
納
税
者
等
」
と
い

う
。
）

（二）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
上
に
質
権
、
抵

当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
、
賃
借
権
そ
の

他
の
権
利
を
有
す
る
者

（三）

納
税
者
等
が
譲
渡
し
た
財
産
で
そ
の
譲
渡

に
よ
り
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
の

権
利
者

（四）

納
税
者
等
が
有
す
る
財
産
を
占
有
し
て
い

る
第
三
者
又
は
こ
れ
を
占
有
し
て
い
る
と
認

め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
第
三
者

（五）

納
税
者
等
に
対
し
債
権
若
し
く
は
債
務
が

あ
り
、
又
は
納
税
者
等
か
ら
財
産
を
取
得
し

た
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

者
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・
倫
理
学
Ⅰ
　
　
　
　
　
　
　
※
」
に
、
「
哲
学
・
倫
理
学
Ⅱ
」
を
「
哲
学
・
倫
理
学
Ⅱ
　
　
　
　

※
」
に
、
「
哲
学
・
倫
理
学
Ⅲ
」
を
「
哲
学
・
倫
理
学
Ⅲ
　
　
　
　
　
　
　
※
」
に
改
め
、

「
で
き
る
。
）
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
電
子
情
報
シ
ス
テ
ム
学
科
に
あ
っ
て
は
、
※
の
科
目
か
ら

二
単
位
以
上
を
含
む
一
〇
単
位
以
上
（
選
択
科
目
に
は
、
四
単
位
ま
で
、
単
位
互
換
協
定
に
基
づ
く

他
の
大
学
等
又
は
高
等
専
門
学
校
の
開
講
科
目
（
学
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
算
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
教
養
基
礎
教
育
科
目
外
国
語
科
目
の
項
中
「
口
語
英
語
」

を
「
英
会
話
」
に
改
め
、
別
表
第
二
号
（二）
の
表
専
門
教
育
科
目
専
門
科
目
の
項
中
「
（
自
由
科
目
を

除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
開
講
科
目
」
の
下
に
「
（
学
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

「

え
、
別
表
第
三
号
（一）
の
表
専
門
教
育
科
目
専
門
科
目
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
小
計
の
項
及
び
合
計

」

」

「

「

の
項
中
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
号
（二）
の
表
専
門
教
育
科
目
専
門
科
目
の
項
中

」

」

「

「
耕
地
生
態
系
科
学
」
を
「
無
機
分
析
化
学
」
に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
小
計
の
項
及
び
合
計
の
項
中

」

「

「

「

を
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
号
（三）
の
表
専
門
教
育
科
目
専
門
科
目
の
項
中

」

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

「

「

め
、
同
表
小
計
の
項
及
び
合
計
の
項
中
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
秋
田
県
立
大
学
に
在
学
す

る
者
で
、
引
き
続
き
施
行
日
以
後
に
在
学
す
る
も
の
（
以
下
「
在
学
生
」
と
い
う
。
）
が
履
修
す

べ
き
授
業
科
目
の
種
類
及
び
そ
の
単
位
数
並
び
に
修
得
す
べ
き
単
位
数
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
秋
田
県
立
大
学
学
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
学
生
は
、
改
正
後
の
規
則
別
表
第
三
号
に
規
定
す
る
授
業
科

目
の
う
ち
キ
ャ
リ
ア
開
発
講
座
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
授
業

科
目
の
区
分
及
び
そ
の
単
位
数
は
、
同
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
規
則
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十

六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
立
大
学
に
入
学
し
た
学
生
の
履
修
す
べ
き
授
業
科
目
の
種
類
及

び
そ
の
単
位
数
並
び
に
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
学
長
が
定
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
五
号

秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
　
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
に
よ
る
高
等

学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学

入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に

合
格
し
た
者
を
含
む
。
）

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

６

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
Ｂ

二

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
Ｂ

キ
ャ
リ
ア
開
発
講
座

二二

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
Ｂ

キ
ャ
リ
ア
開
発
講
座

二二

二

四

六

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
Ｂ

二

四

六

イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
Ｂ

二

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
Ｂ

キ
ャ
リ
ア
開
発
講
座

二二

四

六
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秋
田
県
立
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
六
号

秋
田
県
立
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
大
学
大
学
院
学
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
入
学
の
時
期
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
期
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
研
究
生
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
特
別
研
究
生
　
各
月
の
初
日

二
　
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
学
長
が
認
め
る
者
　
後
期
の
始
め

第
十
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第

五
号
中
「
第
七
十
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
我
が
国
に
お
い
て
、
外
国
の
大
学
の
課
程
（
そ
の
修
了
者
が
当
該
外
国
の
学
校
教
育
に
お
け

る
十
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国

の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定

す
る
も
の
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者

第
十
条
第
三
項
第
一
号
中
「
学
位
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
学
位
（
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年

文
部
省
令
第
九
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
の
学
位
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
学
位
」
を
加

え
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
個
別
の
」
を
削
り
、
「
学
位
」
の
下
に
「
又
は
専
門

職
学
位
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
十
条
の
二
第
三
号
」
を

「
第
七
十
条
の
二
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四
　
我
が
国
に
お
い
て
、
外
国
の
大
学
院
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育

制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の

当
該
課
程
を
修
了
し
、
修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

「

別
表
第
一
号
（一）
（１）
の
表
共
通
基
礎
・
学
際
科
目
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
小
計
の
項
中
「
二
二
」
を

」

」

「
二
六
」
に
改
め
、
同
号
（一）
（２）
イ
の
表
専
門
科
目
の
項
中
「
電
子
デ
バ
イ
ス
特
論
」
を
「
電
子
デ
バ

イ
ス
工
学
特
論
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
秋
田
県
立
大
学
大
学
院
に

在
学
す
る
者
で
、
引
き
続
き
施
行
日
以
後
に
在
学
す
る
も
の
が
履
修
す
べ
き
授
業
科
目
の
種
類
及

び
そ
の
単
位
数
並
び
に
修
得
す
べ
き
単
位
数
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
立
大
学
大

学
院
学
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま

で
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
立
大
学
大
学
院
に
入
学
し
た
学
生
の
履
修
す
べ
き
授
業
科
目
の
種
類
及

び
そ
の
単
位
数
並
び
に
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
学
長
が
定
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
七
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
「
施
行
規
則
」
を
「
「
省
令
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
四
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
規
則
」
を
「
省

令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
第
四
号
中
「
保
護
申
請
書
受
理
簿
」
を
「
保
護
申
請
受
理
簿
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
保
護
施
設
変
更
認
可
申
請
書
）
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
保
護
施
設
廃
止
報
告
書
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
規

７

感
性
情
報
と
環
境
の
心
理

二

感
性
情
報
と
環
境
の
心
理

地
域
社
会
と
家
族

二二

感
性
情
報
と
環
境
の
心
理

地
域
社
会
と
家
族

生
体
情
報
と
運
動
の
生
理

二二二
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則
」
を
「
省
令
」
に
、
「
保
護
施
設
廃
止
（
事
業
縮
少
、
休
止
）
報
告
（
通
知
）
書
」
を
「
保
護
施

設
廃
止
（
事
業
縮
小
、
休
止
）
報
告
（
通
知
）
書
」
に
改
め
る
。

「
──
附
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き

─

様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
中
　
─
　
　
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
知

──
　
　
す
。

─「
──
付
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日

─
　
　
こ
と
が
で
き
ま
す
。

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

─
　
　
限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ

─
　
　
　
─
　
　
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（

は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
─
　
　
　
─
　
　
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起

事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
─
　
を
　
─
　
　
あ
つ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日

─
　
　
　
─
　
　
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

─
」

─
　
３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

─
　
　
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

─
　
　
□
　
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
の

─
　
　
　
い
と
き
。

─
　
　
□
　
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は

─
　
　
　
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

─
　
　
□
　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ

─

──

あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
─

以
内
に
、
秋
田
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
──

は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
─

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
─

訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
─

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
─

か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
─
　
に
改
め
る
。

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
─

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

─

翌
日
か
ら
起
算
し
て5

0

日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
──

手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
─

き
。

─

と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

──
」

様
式
第
三
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第3

0

号

削
除

様
式
第
三
十
五
号
中
「
本
　
荘
　
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
大
　
曲
　
市
」
を
「
大
　
仙

「

市
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
、

」

」

「

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８

附
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き

日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
知

す
。

付
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日

こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ

に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（

は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
　
　
　
　
　
　
　
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起

事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

□
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
の

い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は

た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

□
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ

あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
　

以
内
に
、
秋
田
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
　

は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
　

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
　

訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
　

か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
　
　

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
　

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

翌
日
か
ら
起
算
し
て
5
0
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
　

手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
　

き
。

と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

様
式
第
3
0
号
削
除

本
　
荘
　
市
　
　
　
由
利
本
荘
市
　
　
　
　
大
　
曲
　
市
　
　
　
大
　
仙

市

（
１
）

（
２
）

（
３
）

鹿
　
角
　
市

被
保
護
者

そ
　
の
　
他

鹿
　
角
　
市

潟
上
市

北
秋
田
市

被
保
護
者

そ
　
の
　
他

被
保
護
者

そ
　
の
　
他

被
保
護
者

そ
　
の
　
他

北
　
秋
　
田

北

平
　
　
　
鹿

雄
　
　
　
勝

被
保
護
者

そ
　
の
　
他

被
保
護
者

そ
　
の
　
他

南
被
保
護
者

そ
　
の
　
他
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」

に
改
め

」

る
。様

式
第
四
十
号
別
紙
中
「
本
　
荘
　
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
大
　
曲
　
市
」
を
「
大

「

仙
　
市
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

「

に
、

を
　
　
　
　
　

」

」

「

に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
七
年
三
月
分
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
第
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
事
項
及
び
平
成
十
六
年
度
分
に
係
る
同
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り

報
告
す
べ
き
事
項
の
う
ち
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
様
式
第
三
十
五

号
及
び
様
式
第
四
十
号
に
区
分
の
定
め
の
あ
る
福
祉
事
務
所
に
係
る
も
の
と
し
て
区
分
さ
れ
る
事

項
が
あ
る
場
合
の
当
該
事
項
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号

秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則

第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
国
立
療
養
所
又
は
」
を
削
り
、
「
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に

「
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
設
置
す
る
医
療
機
関
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

九
　
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
の
設
置
す
る
施
設

「
氏
　
名

本
　
籍

様
式
第
一
号
、
様
式
第
六
号
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
（
表
面
）
中
　
住
　
所

氏
　
名

w

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」
に
改
め
る
。

w

」

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行

規
則
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
さ
れ
る
修

学
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
与
さ
れ
た
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

秋
田
県
規
則
第
三
十
九
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

９

南
被
保
護
者

そ
　
の
　
他

鹿
　
角
　
市

鹿
角
市

潟
上
市

北
秋
田
市

北
　
秋
　
田

北

平
鹿

雄
　
　
　
勝

南

本
　
荘
　
市
　
　
　
由
利
本
荘
市
　
　
　
　
大
　
曲
　
市
　
　
　
大
　

仙
　
市

氏
　
名
　
　
　
　

本
　
籍

住
　
所

氏
　
名

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w
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老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

第
三
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
の
八
」
を
「
法
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
十
四
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
の
事
業
」
を
削
り
、
同
条
中
「
施
行
規
則
第
三
条
の
二
」
を
「
法
第
十
五

条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
）
事
業
変
更
届
」
を
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー
）
変
更
届
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
設
置
届
（
様
式
第
七
号
」
を
「
養
護

老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届
（
様
式
第
七
号
）
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届
（
様
式
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
設
置
認
可
申
請
書
（
様
式
第

八
号
」
を
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
認
可
申
請
書
（
様

式
第
九
号
）
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
認
可

申
請
書
（
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
変
更
の
届
出
）

第
十
条

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
変
更
届
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条

削
除

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
」
を
「
廃
止
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
養
護
老

人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
）
届
」
を
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
届
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
廃
止
又
は
休
止
」
を
「
廃
止
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
養
護
老
人
ホ
ー

ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
）
認
可
申
請
書
」
を
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
認
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
施
行
規
則
」
を
「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
」
に
、
「
主
た
る
」
を
「
、
主
た

る
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「
主
た
る
」
を
「
、
主
た
る
」
に
、
「
名
称
）
」
を
「
、
名
称
）
」
に
改
め
、

「
区
域
」
の
次
に
「
（
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市

町
村
の
名
称
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
老
人
短
期
入
所
事
業
」
を
「
、
老
人
短
期
入
所
事
業

又
は
痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
に
改
め
、
「
施
設
」
の
次
に
「
又
は
住
居
」
を
、

「

「
入
所
定
員
」
の
次
に
「
又
は
入
居
定
員
」
を
加
え
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

」

様
式
第
二
号
中
「
主
た
る
」
を
「
、
主
た
る
」
に
、
「
次
の
と
お
り
老
人
福
祉
法
第14

条
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
事
項
を
」
を
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
」
に
、
「
老
人

福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
８
」
を
「
老
人
福
祉
法
第1

4

条
の
２
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「
主
た
る
」
を
「
、
主
た
る
」
に
、
「
第1

4

条
の
２
」
を
「
第1

4

条
の
３
」
に

改
め
、
同
様
式
の
（注）
を
削
る
。

様
式
第
四
号
中
「
主
た
る
」
を
「
、
主
た
る
」
に
改
め
、
「
区
域
」
の
次
に
「
（
市
町
村
の
委
託

を
受
け
て
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
名
称
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
）
事
業
変
更
届
」
を
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
）
変
更
届
」
に
、
「
主
た
る
」
を
「
、
主
た
る
」
に
改
め
、
「
次
の
と
お
り
」
を
削

10

備
考
　
収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

備
考
　
次
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

２
　
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

３
　
市
町
村
以
外
の
者
が
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
定
款

そ
の
他
の
基
本
約
款

主
た
る
　
　
　
、
主
た
る
　
　
　
　
名
称
）

、
名
称
）

区
域
　
　
　
　
　
（
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市

町
村
の
名
称
を
含
む
。
）

又
は
老
人
短
期
入
所
事
業
　
　
　
、
老
人
短
期
入
所
事
業

又
は
痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
　
　
　
　
　
　
施
設
　
　
　
　
　
又
は
住
居

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
）
事
業
変
更
届
　
　
　
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
）
変
更
届
　
　
　
　
主
た
る
　
　
　
、
主
た
る
　
　
　
　
　
　
次
の
と
お
り

入
所
定
員
　
　
　
　
　
又
は
入
居
定
員

主
た
る
　
　
　
、
主
た
る
　
　
　
　
次
の
と
お
り
老
人
福
祉
法
第
1
4
条
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
事
項
を
　
　
　
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
　
　
　
　
老
人

福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
８
　
　
　
老
人
福
祉
法
第
1
4
条
の
２

主
た
る
　
　
　
、
主
た
る
　
　
　
　
第
1
4
条
の
２
　
　
　
第
1
4
条
の
３

主
た
る
　
　
　
、
主
た
る
　
　
　
　
　
　
区
域
　
　
　
　
　
（
市
町
村
の
委
託

を
受
け
て
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
名
称
を
含
む
。
）
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り
、
「
の
事
業
内
容
を
」
を
「
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
」
に
、
「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
３
条
の

２
」
を
「
老
人
福
祉
法
第1

5

条
の
２
第
１
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
中
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
設
置
届
」
を
「
養
護
老
人
ホ
ー

ム
設
置
届
」
に
改
め
、
「
記
号
及
び
番
号
」
を
削
り
、
「
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を

「

市
　
　
町
　
　
村
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□

に
、
「
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
を

（
地
方
独
立
行
政
法
人
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□
）
」

「

設
置
す
る
」
を
「
を
設
置
す
る
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

」

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11

の
事
業
内
容
を
　
　
　
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
　
　
　
　
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
３
条
の

２
　
　
　
老
人
福
祉
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
設
置
届
　
　
　
養
護
老
人
ホ
ー

ム
設
置
届
　
　
　
　
　
　
記
号
及
び
番
号
　
　
　
　
　
　
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□

市
　
　
町
　
　
村
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
を

（
地
方
独
立
行
政
法
人
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□
）

設
置
す
る
　
　
　
を
設
置
す
る

印印

印

施
設
の
名
称

施
設
の
種
類

施
設
の
名
称

備
考
　
次
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

２
　
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

３
　
地
方
独
立
行
政
法
人
が
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資
　

産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
及
び
施
設
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書
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12

特別養護老人ホーム設置届

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

市　　町　　村　　長　　　　　　　　□

（地方独立行政法人の長　　　　　　　　□)

次のとおり特別養護老人ホームを設置するので、老人福祉法第15条第３項の規定により、届け出ます。

様式第８号 特別養護老人ホーム設置届（第８条関係）

（Ａ４判）

施 設 の 名 称

施 設 の 種 類

施 設 の 所 在 地

施 設 の 地 理 的 状 況

建 物 の 規 模 及 び 構 造

並 び に 設 備 の 概 要

入所者からの苦情を処理する

ために講ずる措置の概要

職員の勤務の体制及び勤務形態

協力病院（協力歯科医療機関を

含む。）の名称及び診療科名並

びに当該協力病院との契約の内

容

施設の長そ

の他主な職

員

氏　　　　名 経　　　　　　　　　　　　　歴

事 業 開 始 の 予 定 年 月 日 年　　月　　日

印

印

備考　次の書類を添付してください。

１　特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第７条、第34条又は第45条に規定する施設の運営について

の重要事項に関する規程

２　土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類

３　市町村が当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあっては、当該施設を設置しようとする区域

の市町村の同意書

４　地方独立行政法人が施設を設置しようとする場合にあっては、資産の状況を記載した書類、定款その他の基

本約款及び施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
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13

養護老人ホーム設置認可申請書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

名　　　　　　　　称

主たる事務所の所在地

代　表　者　の　氏　名　　　　　　　　w

次のとおり養護老人ホームを設置したいので、老人福祉法第15条第４項の規定により、申請します。

様式第９号 養護老人ホーム設置認可申請書（第９条関係）

（Ａ４判）

施 設 の 名 称

施 設 の 所 在 地

施 設 の 地 理 的 状 況

建 物 の 規 模 及 び 構 造

並 び に 設 備 の 概 要

施 設 の 運 営 の 方 針

入 所 定 員

職 員 の 職 種

施設の長そ

の他主な職

員

氏　　　　名 経　　　　　　　　　　　　　歴

職　　　務　　　の　　　内　　　容 職　　員　　の　　定　　数

合　計

事 業 開 始 の 予 定 年 月 日 年　　月　　日

備考　次の書類を添付してください。

１　資産の状況を記載した書面

２　土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類

３　定款その他の基本約款

４　施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
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14

特別養護老人ホーム設置認可申請書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

名　　　　　　　　称

主たる事務所の所在地

代　表　者　の　氏　名　　　　　　　　w

次のとおり特別養護老人ホームを設置したいので、老人福祉法第15条第４項の規定により、申請します。

様式第10号 特別養護老人ホーム設置認可申請書（第９条関係）

（Ａ４判）

施 設 の 名 称

施 設 の 種 類

施 設 の 所 在 地

施 設 の 地 理 的 状 況

建 物 の 規 模 及 び 構 造

並 び に 設 備 の 概 要

入所者からの苦情を処理する

ために講ずる措置の概要

職員の勤務の体制及び勤務形態

協力病院（協力歯科医療機関を

含む。）の名称及び診療科名並

びに当該協力病院との契約の内

容

施設の長そ

の他主な職

員

氏　　　　名 経　　　　　　　　　　　　　歴

事 業 開 始 の 予 定 年 月 日 年　　月　　日

備考　次の書類を添付してください。

１　特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第７条、第34条又は第45条に規定する施設の運営について

の重要事項に関する規程

２　資産の状況を記載した書類

３　土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類

４　定款その他の基本約款

５　施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
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15

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）変更届

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

名　　　　　　　　称

主たる事務所の所在地

代　表　者　の　氏　名　　　　　　　　w

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）について次のとおり変更するので、老人福祉法第15条の２第２項の規定

により、届け出ます。

１　施設の名称及び所在地

２　変更の事項

３　変更の理由

４　変更の時期

様式第11号 養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）変更届（第10条関係）

（Ａ４判）
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様
式
第
十
二
号
中
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
）
届
」
を
「
養

護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）

「

市

届
」
に
改
め
、
「
記
号
及
び
番
号
」
を
削
り
、
「
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を

（
地

町
　
　
村
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□

に
、
「
廃
止
（
休
止
）
す
る
」
を
「
廃
止
（
を

方
独
立
行
政
法
人
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□
）
」

休
止
、
の
入
所
定
員
を
減
少
、
の
入
所
定
員
を
増
加
）
す
る
」
に
、
「
休
止
）
の
」
を
「
休
止
、
入

「
５
　
休
止
の
予
定
期

所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
の
」
に
、
「
５
　
休
止
の
予
定
期
間
」
を

６
　
減
少
（
増
加
）

間

に
改
め
、
同
様
式
の
（注）
を
削
る
。

後
の
入
所
定
員
」

様
式
第
十
三
号
中
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
）
認
可
申
請

書
」
を
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定

員
増
加
）
認
可
申
請
書
」
に
、
「
廃
止
（
休
止
）
し
た
い
」
を
「
廃
止
（
を
休
止
、
の
入
所
定
員
を

減
少
、
の
入
所
定
員
を
増
加
）
し
た
い
」
に
、
「
廃
止
（
休
止
）
予
定
年
月
日
」
を
「
廃
止
（
休

止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
の
予
定
年
月
日
」
に
、
「
休
止
）
の
」
を
「
休
止
、
入
所

「
５
　
休
止
の
予
定
期
間

定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
の
」
に
、
「
５
　
休
止
の
予
定
期
間
」
を

６
　
減
少
（
増
加
）
後

に
改
め
、
同
様
式
の
（注）
を
削
る
。

の
入
所
定
員
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
十
二
条
の
表
中
「
令
第
九
条
」
を
「
令
第
九
条
第
一
項
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
）
届
　
　
　
養

護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）

市
届
　
　
　
　
　
　
記
号
及
び
番
号
　
　
　
　
　
　
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□

（
地
方

町
　
　
村
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□

廃
止
（
休
止
）
す
る
　
　
　
廃
止
（
を

独
立
行
政
法
人
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
□
）

休
止
、
の
入
所
定
員
を
減
少
、
の
入
所
定
員
を
増
加
）
す
る
　
　
　
　
休
止
）
の
　
　
　
休
止
、
入

５
　
休
止
の
予
定
期

所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
の
　
　
　
　
５
　
休
止
の
予
定
期
間

６
　
減
少
（
増
加
）

間後
の
入
所
定
員

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
）
認
可
申
請

書
　
　
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
廃
止
（
休
止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定

員
増
加
）
認
可
申
請
書
　
　
　
　
廃
止
（
休
止
）
し
た
い
　
　
　
廃
止
（
を
休
止
、
の
入
所
定
員
を

減
少
、
の
入
所
定
員
を
増
加
）
し
た
い
　
　
　
　
廃
止
（
休
止
）
予
定
年
月
日
　
　
　
廃
止
（
休

止
、
入
所
定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
の
予
定
年
月
日
　
　
　
　
休
止
）
の
　
　
　
休
止
、
入
所

５
　
休
止
の
予
定
期
間

定
員
減
少
、
入
所
定
員
増
加
）
の
　
　
　
　
５
　
休
止
の
予
定
期
間

６
　
減
少
（
増
加
）
後

の
入
所
定
員

印印

印

令
第
七
条

精
神
障

台
帳

令
第
七
条

令
第
八
条
第
一

項
、
令
第
十
条

及
び
省
令
第
三

十
条

省
令
第
十
条
第

二
項

省
令
第
十
条
第

三
項

〃

省
令
第
十
条
第

五
項

省
令
第
二
十
三

条
第
一
項

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

台
帳

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

事
項
変
更
届
・
再
交
付
申

診
断
書

通
院
医
療
費
公
費
負
担
患

不
承
認
通
知
書

医
療
機
関
変
更
届
出
書

診
断
書

害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

害
者
保
健
福
祉
手
帳
記
載

更
届
・
再
交
付
申
請
書

療
費
公
費
負
担
患
者
票

16

令
第
四
条
の
二

第
一
項〃

令
第
四
条
の
二

第
三
項

令
第
七
条
第
一

項令
第
七
条
第
二

通
院
医
療
費
公
費
負
担
患
者
票

不
承
認
通
知
書

医
療
機
関
変
更
届
出
書

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

台
帳
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」

」

改
め
る
。

「
──
付
　
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を

様
式
第
四
号
中
　
─
　
　
　
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
　
　
に
対
し
て
審
査
請
求
を
　
　

─
　
　
　
で
き
ま
す
。

─「
──
付
記

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6
0

日
以
内
に
、

に
対
し
て
審
査

─
　
　
と
が
で
き
ま
す
。

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

─
　
　
　
─
　
　
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お

知
つ
た
日
の
──
　
　
　
─
　
　
代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

す
る
こ
と
が
─
　
を

─
　
　
　
─
　
　
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

──
」

─
　
　
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

─
　
３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消

─
　
　
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

─
　
　
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ

─
　
　
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

─
　
　
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

──

こ
と
を
知
つ
た
─

請
求
を
す
る
こ
──

つ
た
日
の
翌
日
─

い
て
秋
田
県
を
─

ま
す
。
た
だ
─

に
改
め
る
。

１
年
を
経
過
し
─

ん
。

─

し
の
訴
え
は
、
─

起
算
し
て
６
月
─

つ
て
も
、
裁
決
─

消
し
の
訴
え
を
───

」

「
─

様
式
第
十
九
号
中
「
電
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、

─
７
　
病
院
の
治
療
方
針
に
従
つ
て
療
養

─「
──
７
　
病
院
の
治
療
方
針
に
従
つ
て
療

─
８
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ

─
　
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内

─
　
で
き
ま
す
。

─
９
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は

─
　
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田

─
　
　
　
─
　
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。

に
専
念
し
て
く
だ
さ
い
。

─
　
を

─
」

─
　
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日

─
　
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

─10

こ
の
処
分
に
つ
い
て
８
の
審
査

─
　
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た

─
　
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

─
　
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

─
　
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

─

養
に
専
念
し
て
く
だ
さ
い
。

─

る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
─

に
、

に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
──

、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
─

県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
─

）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
─

に
改
め
る
。

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
─

17

療
費
公
費
負
担
患
者
票

通
知
書

関
変
更
届
出
書

令
第
七
条
第
二

項
及
び
第
四
項

並
び
に
令
第
十

条
第
一
項

省
令
第
十
条
第

二
項

省
令
第
二
十
三

条
第
一
号

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
記
載

事
項
変
更
届
・
再
交
付
申
請
書

診
断
書

診
断
書

付
　
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を

翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
　
　
　
　
に
対
し
て
審
査
請
求
を

で
き
ま
す
。

付
記１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、

に
対
し
て
審
査

と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お

知
つ
た
日
の
　

代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

す
る
こ
と
が
　
　
　

し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
と
を
知
つ
た
　

請
求
を
す
る
こ
　

つ
た
日
の
翌
日
　

い
て
秋
田
県
を
　

ま
す
。
た
だ
　

１
年
を
経
過
し
　

ん
。

し
の
訴
え
は
、

起
算
し
て
６
月
　

つ
て
も
、
裁
決
　

消
し
の
訴
え
を
　

電
話
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
　
７
　
病
院
の
治
療
方
針
に
従
つ
て
療
養

７
　
病
院
の
治
療
方
針
に
従
つ
て
療

８
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内

で
き
ま
す
。

９
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は

ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田

す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。

に
専
念
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

1
0
こ
の
処
分
に
つ
い
て
８
の
審
査

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た

に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

養
に
専
念
し
て
く
だ
さ
い
。

る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
　

に
、

に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
　

、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
　

県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
　

）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
　

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
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る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
─

こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
─

た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁
決
の
日
の
─

し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
───

」

「
病
院
の
管
理
者

様
式
第
三
十
号
中
「
病
院
管
理
者
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
命
ず
る
」
を
「
命
じ

様
」

「
──
付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

ま
す
」
に
、

─
　
　
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
、

に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ

─
　
　
き
ま
す
。

─「
──
付
記

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0
日
以
内
に
、

に
対
し
て
審
査
請
求

─
　
　
と
が
で
き
ま
す
。

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

─
　
　
　
─
　
　
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て

日
の
翌
──
　
　
　
─
　
　
代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

と
が
で
─
　
を

─
　
　
　
─
　
　
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

──
」

─
　
　
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─
　
３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の

─
　
　
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

─
　
　
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て

─
　
　
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し

─
　
　
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

──

を
知
つ
た
─

を
す
る
こ
──

日
の
翌
日
─

秋
田
県
を
─

。

た

だ
─

に
改
め
る
。

を
経
過
し
──

訴
え
は
、
─

し
て
６
月
─

も
、
裁
決
─

の
訴
え
を
───

」

「
──
付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

様
式
第
三
十
一
号
中
　
─
　
　
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
審
査
請

─
　
　
で
き
ま
す
。

─「
──
付
記

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対

─
　
　
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

─
　
　
　
─
　
　
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟

を
知
つ
た
日
の
翌
──
　
　
　
─
　
　
代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が

求
を
す
る
こ
と
が
─
　
を

─
　
　
　
─
　
　
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

──
」

─
　
　
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

─
　
３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の

─
　
　
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

─
　
　
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内

─
　
　
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分

─
　
　
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

──

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
─

し
て
審
査
請
求
を
す
──

を
知
つ
た
日
の
翌
日
─

に
お
い
て
秋
田
県
を
─

で
き
ま
す
。
た
だ
　
─

に
改
め
る
。

し
て
１
年
を
経
過
し
─

18

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
　

こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
　

た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁
決
の
日
の
　

し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
　

病
院
の
管
理
者

病
院
管
理
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
命
ず
る
　
　
　
命
じ

様
　

付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

ま
す
　
　
　
　
　
　
　
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、

に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ

き
ま
す
。

付
記１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、

に
対
し
て
審
査
請
求

と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て

日
の
翌
　

代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

と
が
で
　
　
　

し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

を
知
つ
た
　

を
す
る
こ
　

日
の
翌
日
　

秋
田
県
を
　

。
た
だ
　

を
経
過
し
　

訴
え
は
、

し
て
６
月
　

も
、
裁
決
　

の
訴
え
を
　

付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
審
査
請

で
き
ま
す
。

付
記１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟

を
知
つ
た
日
の
翌
　

代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が

求
を
す
る
こ
と
が
　
　
　

し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
　

し
て
審
査
請
求
を
す
　

を
知
つ
た
日
の
翌
日
　

に
お
い
て
秋
田
県
を
　

で
き
ま
す
。
た
だ
　

し
て
１
年
を
経
過
し
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ま
せ
ん
。

─

取
消
し
の
訴
え
は
、
─

か
ら
起
算
し
て
６
月
─

で
あ
つ
て
も
、
裁
決
─

の
取
消
し
の
訴
え
を
───

」「
──
付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

様
式
第
三
十
二
号
中
　
─
　
　
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す

─
　
　
す
。

─「
──
付
記

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て

─
　
　
で
き
ま
す
。

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

─
　
　
　
─
　
　
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟

を
知
つ
た
日
の
翌
──
　
　
　
─
　
　
代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が

る
こ
と
が
で
き
ま
─
　
を

─
　
　
　
─
　
　
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

──
」

─
　
　
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

─
　
３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
　
　
　
　
を
し
た
場
合
の
処
分
の

─
　
　
　
　
　
　
に
対
す
る
　
　
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

─
　
　
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内

─
　
　
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分

─
　
　
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

──

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
─

を
す
る
こ
と
が
──

を
知
つ
た
日
の
翌
日
─

に
お
い
て
秋
田
県
を
─

で
き
ま
す
。
た
だ
　
─

に
改
め
る
。

し
て
１
年
を
経
過
し
─

ま
せ
ん
。

─

取
消
し
の
訴
え
は
、
─

か
ら
起
算
し
て
６
月
─

で
あ
つ
て
も
、

─

の
取
消
し
の
訴
え
を
───

」

様
式
第
三
十
六
号
か
ら
様
式
第
三
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
三
十
五
号
を
様
式
第
三
十
八
号

と
し
、
様
式
第
三
十
四
号
を
様
式
第
三
十
七
号
と
し
、
様
式
第
三
十
三
号
を
様
式
第
三
十
六
号
と
し
、

様
式
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

19

ま
せ
ん
。

取
消
し
の
訴
え
は
、

か
ら
起
算
し
て
６
月
　

で
あ
つ
て
も
、
裁
決
　

の
取
消
し
の
訴
え
を
　

付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す

す
。

付
記１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て

で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と

か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟

を
知
つ
た
日
の
翌
　

代
表
す
る
者
は
、
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が

る
こ
と
が
で
き
ま
　
　
　

し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
　
　
　
　
を
し
た
場
合
の
処
分
の

に
対
す
る
　
　
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
　

を
す
る
こ
と
が
　

を
知
つ
た
日
の
翌
日
　

に
お
い
て
秋
田
県
を
　

で
き
ま
す
。
た
だ
　

し
て
１
年
を
経
過
し
　

ま
せ
ん
。

取
消
し
の
訴
え
は
、

か
ら
起
算
し
て
６
月
　

で
あ
つ
て
も
、

の
取
消
し
の
訴
え
を
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通院医療費公費負担患者票

秋田県知事　　　　　　　　■

年　　月　　日　交付

備考

１　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく通院医療費の公費負担を受ける場合には、

この患者票を上記の通院医療の担当医療機関に提出してください。

２　この患者票に記載してある氏名、住所、保険の種類及び通院医療の担当医療機関を変更したときは、患者の居

住地の市町村長を経由して秋田県知事に届け出て、新たな患者票の交付を受けてください。

３　継続して申請するときは、有効期間の満了する日の３箇月前の日から１箇月前の日までに申請してください。

４　デイケア施設、指定訪問看護事業者等の複数の医療機関等で医療を受ける場合には、複数の患者票の交付を受

けてください。

様式第33号 通院医療費公費負担患者票（第12条関係）

（Ａ４判）

受給者

フリガナ

氏　　名

住　　所

氏　　名

性

別

生年

月日
年　　月　　日

電話番号　　　　（ ）

健保（本人・家族）、国保（一般・退職本人・退職家族）、船保（本人・家族）、各種共済

（本人・家族）、老保、生保（受給中・申請中：福祉事務所名　　　　　　　　　）、労災、

保険未加入、その他（ ）

家族の

連絡先

保 険 の 種 類

医療機関名

所在地

通 院 医 療 の

担 当 医 療 機 関

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで有 効 期 間

精神障害者保健福祉手帳の手帳番号

（手帳による患者票申請）

公費負担者番号 受給者番号

続

柄

住

所
電話番号　　　　（ ）

印
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記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県知事　　　　　　　　■

精神障害者通院医療費公費負担の申請の不承認について（通知）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による通院医療費の公費負担の申請は、次により承認し

ないので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第４条の２第１項の規定により、通知します。

１　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に該当しないこと。

２　その他の理由

付記

１　この処分について不服があるときは、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、知

事に対して　　　　をすることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、秋田県を被告

として（訴訟において秋田県を代表する者は、知事となります。）、提起することができます。ただし、その期

間内であつても、処分の日の翌日から１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。

３　この処分について１の　　　　をした場合の処分の取消しの訴えは、 に対する　　があつたことを知

つた日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であつても、 の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。

様式第34号 不承認通知書（第12条関係）

（Ａ４判）

印
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年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

住　所

届出者　氏　名　　　　　　　　w

続　柄

医療機関の変更について（届出）

通院医療機関を変更したいので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第４条の２第３項の規定によ

り、届け出ます。

備考　通院医療費公費負担患者票を添付してください。

様式第35号　医療機関変更届出書（第12条関係）

（Ａ４判）

精 神 障 害 者

住 所

氏 名
生年

月日
年　　月　　日

現在通院している

医 療 機 関 名

年　　月　　日

変更しようとする

医 療 機 関 名

通院医療費の

受 給 者 番 号

医 療 機 関 名

変更しようとす

る理由

変更予定年月日

有効

期間

年　　月　　日から

年　　月　　日まで
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
一
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
引
き
続
き
」
の
下
に
「
里
親
へ
の
委
託
を
継
続
し
、
又
は
」
を
加

え
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
法
第
五
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
次
号
か
ら
第
十
四
号

ま
で
の
規
定
に
よ
り
児
童
相
談
所
長
が
採
っ
た
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

第
二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
法
第
五
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る

こ
と
（
第
一
号
、
第
三
号
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
県
の
福
祉
事
務
所
長
が
実
施
し
た
助
産
及

び
母
子
保
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

第
四
条
中
「
管
轄
す
る
」
を
「
所
管
す
る
」
に
改
め
、
「
、
保
護
受
託
者
」
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
も
の
」
を
「
者
」
に
、
「
管
轄
す
る
」
を
「
所
管
す
る
」
に
改
め
、
「
児
童

福
祉
司
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
又
は
」
を
「
第
二
十
五
条
の
八

第
二
号
若
し
く
は
」
に
、
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
若
し
く
は
第
三
項
」
に
、
「
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条

第
二
項
」
を
「
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
」
に
、
「
管
轄
す
る
」
を
「
所
管

す
る
」
に
改
め
、
「
当
該
」
の
下
に
「
里
親
、
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
八
第
二
号
」
に
、
「
も

の
」
を
「
者
」
に
改
め
、
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
そ
の
者
の
居
住
地
を
所
管
す
る
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
児
童
福
祉
司
又
は
」
を
削
り
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
所
轄
す
る
」
を
「
所
管

す
る
」
に
、
「
経
て
」
を
「
経
由
し
て
」
に
改
め
、
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
そ
の
担
当
区
を
所
管
す

る
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
八
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
（
里
親
認
定
省
令
」
を
「
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
里
親
認
定
省

令
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
二
条
の
四
を
削

る
。第

十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
（
里
親
認
定
省
令
」
を
「
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
里
親
認

定
省
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
第
八
条
第
五
号
（
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
六
号
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
」
に
、
「
及
び
第
十
一
条
第
三
号
（
」
を
「
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
二
項
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
場
合
」
を
加
え
、
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
及
び
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と

し
、
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

様
式
第
九
号
の
二
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
　

日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
　

算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者

は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間

内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請

求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

「
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
□
備
考
　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
決
定
が
あ

様
式
第
九
号
の
三
中

─
□
─
□
　
　
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

─

「
──

備
考
　

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、

─
　
　
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日

─
　
　
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

─
　
　
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋

─
　
　
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、

23

）

備
考１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
　
　
　

日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
　
　
　

算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者

は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間

内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請

求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

備
考
　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
決
定
が
あ

か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

備
考
　

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日

し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋

（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
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─
　
　
　
─
　
　
ま
す
。）、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
□
─
□
─
　
を
　
─
　
　
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

が
で
き
ま
す
。

□
─
　
─
」

─
　
　
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

─
　
　
ん
。

─
　
３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た

─
　
　
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す

─
　
　
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁

─
　
　
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の

─
　
　
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

──

こ
の
処
分
が
あ
っ
た
─

以
内
に
、
知
事
に
対
──

が
あ
っ
た
こ
と
知
っ
─

田
県
を
被
告
と
し
て
─

秋
田
県
知
事
と
な
り
─

だ
し
、
そ
の
期
間
内
─

て
１
年
を
経
過
し
た
─
　
に
改
め
る
。

こ
と
が
で
き
ま
せ
　
──

場
合
の
処
分
の
取
消
─

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
─

る
こ
と
が
で
き
ま
　
─

決
の
日
の
翌
日
か
ら
─

取
消
し
の
訴
え
を
提
───

」

様
式
第
十
号
（１）
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
第2

5

条
の
２
第
２
号
」
を
「
第2

5

条
の
８
第
２
号
」

に
改
め
、
同
様
式
（２）
中
「
児
童
福
祉
司
、
」
を
削
り
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
第2

5

条
の
２
第
２

号
」
を
「
第2
5

条
の
８
第
２
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
第2

5

条
の
２
第
２
号
」
を
「
第2

5

条
の
８
第
２
号
」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
の
四
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６
０
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者

は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間

内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請

求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

様
式
第
十
二
号
（１）
中
「
名
称
」
の
次
に
「
又
は
氏
名
」
を
、
「
所
在
地
」
の
次
に
「
又
は
居
住

地
」
を
加
え
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
第2

5

条
の
２
第
１
号
」
を
「
第2

5

条
の
８
第
１
号
」

に
改
め
る
。

「

様
式
第
十
八
号
中
「
第
６
条
第
１
項
」
の
次
に
「
及
び
第
２
項
」
を
加
え
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　

」

24

（

ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
　
　

で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

が
で
き
ま
す
。

と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た

し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す

す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁

起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
が
あ
っ
た
　

以
内
に
、
知
事
に
対
　

が
あ
っ
た
こ
と
知
っ
　

田
県
を
被
告
と
し
て
　

秋
田
県
知
事
と
な
り
　

だ
し
、
そ
の
期
間
内
　

て
１
年
を
経
過
し
た
　
　

こ
と
が
で
き
ま
せ
　

場
合
の
処
分
の
取
消
　

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
　

る
こ
と
が
で
き
ま
　

決
の
日
の
翌
日
か
ら
　

取
消
し
の
訴
え
を
提
　

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
第
2
5
条
の
２
第
２
号
　
　
　
第
2
5
条
の
８
第
２
号

児
童
福
祉
司
、

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
第
2
5
条
の
２
第
２

号
　
　
　
第
2
5
条
の
８
第
２
号

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
第
2
5
条
の
２
第
２
号
　
　
　
第
2
5
条
の
８
第
２
号

備
考

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６
０
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者

は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間

内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請

求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

名
称
　
　
　
　
　
又
は
氏
名
　
　
　
　
所
在
地
　
　
　
　
　
又
は
居
住

地

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
第
2
5
条
の
２
第
１
号
　
　
　
第
2
5
条
の
８
第
１
号

第
６
条
第
１
項
　
　
　
　
　
及
び
第
２
項

里
親
の
認
定
を

希
望
す
る
理
由

里
親
の
認
定
を

希
望
す
る
理
由

職
業
指
導
里
親

認
定
の
申
請

職
場
等
の
状
況
　

（
職
業
指
導
里

親
認
定
を
申
請

す
る
場
合
の
み

記
入
）
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に
改
め
、
同
様
式
の
備

」

考
１
中
「
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
里
親
の
種
類
欄
」
の
次
に
「
、
職
業
指
導
里
親
認
定
の
申
請

欄
」
を
加
え
る
。

様
式
第
十
八
号
の
五
中
「
養
育
の
継
続
困
難
に
関
す
る
届
出
書
」
を
「
養
育
（
職
業
指
導
）
の
継

続
困
難
に
関
す
る
届
出
書
」
に
、
「
養
育
の
継
続
が
」
を
「
養
育
（
職
業
指
導
）
の
継
続
が
」
に
、

「
養
育
を
」
を
「
養
育
（
職
業
指
導
）
を
」
に
改
め
、
「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第1

3

条
第

２
項
（
」
の
次
に
「
第
３
項
、
」
を
、
「
同
令
第1

3

条
第
２
項
」
の
次
に
「
（
第
３
項
）
」
を
加

え
、
「
養
育
が
」
を
「
養
育
（
職
業
指
導
）
の
継
続
が
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
号
の
六
、
様
式
第
二
十
一
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
二
号

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
号
（一）
中
「
第
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、

「
学
校
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
休
日
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
の
調
剤
所
の
薬
剤
師
又
は
休
日
夜
間
急
患

セ
ン
タ
ー
が
交
付
す
る
処
方
せ
ん
を
取
り
扱
う
薬
剤
師
会
の
開
設
す
る
薬
局
の
管
理
者
以
外
の
薬
剤

師
」
を
加
え
、
同
号
（二）
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
医
療

用
具
」
を
「
管
理
医
療
機
器
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
（一）
中
「
医
療
用
具
」
を
「
管
理
医
療
機
器
」

に
改
め
、
同
表
第
二
十
二
号
（一）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（一）

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
に
か
か
つ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
者
又
は
そ
の
保
護

者
に
対
し
、
医
師
の
健
康
診
断
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
二
号
中
（十）
を
□
と
し
、
（九）
を
□
と
し
、
（八）
を
□
と
し
、
（七）
を
（十）
と
し
、
（六）
を
（九）
と

し
、
（五）
を
（八）
と
し
、
同
号
（四）
中
「
結
核
審
査
協
議
会
」
を
「
結
核
診
査
協
議
会
」
に
改
め
、
同
号
（四）

を
同
号
（七）
と
し
、
同
号
中
（三）
を
（六）
と
し
、
（二）
を
（五）
と
し
、
（一）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（二）

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
に
か
か
つ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
者
に
つ
い
て
、
当

該
職
員
に
健
康
診
断
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

（三）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
健
康
診
断
の
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る

理
由
等
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

（四）

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
健
康
診
断
の
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る

理
由
等
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
八
号
□
中
「
第
十
九
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
□
中
「
第
十
九
条
の
十
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
の
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
五

号
の
二
（一）
中
「
、
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条
」
を
「
及
び
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
五
十
五

号
（一）
中
「
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
、
」
を
削
り
、
「
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
」
を

「
及
び
十
一
条
」
に
、
「
第
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
の
規
定
並
び
に
」
を
「
並
び

に
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
一
号
（一）
中
「
第
五
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
項
」
に
、

「
指
定
育
成
医
療
機
関
等
」
を
「
指
定
育
成
医
療
機
関
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

秋
田
県
規
則
第
四
十
三
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
──
付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
　
─
　
　
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に

─
　
　
で
き
ま
す
。

─

25

申
請
す
る
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
請
し
な
い

（
里
親
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
登
録
番
号
：
　
　
　
　
）

職
場
の
名
称

及
び
住
所

事
業
経
験
年
数
職
業
指
導
内
容

職
場
環
境

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
里
親
の
種
類
欄
　
　
　
　
　
、
職
業
指
導
里
親
認
定
の
申
請

欄

養
育
の
継
続
困
難
に
関
す
る
届
出
書
　
　
　
養
育
（
職
業
指
導
）
の
継

続
困
難
に
関
す
る
届
出
書
　
　
　
　
養
育
の
継
続
が
　
　
　
養
育
（
職
業
指
導
）
の
継
続
が

養
育
を
　
　
　
養
育
（
職
業
指
導
）
を
　
　
　
　
　
　
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
1
3
条
第

２
項
（

第
３
項
、

同
令
第
1
3
条
第
２
項
　
　
　
　
　
（
第
３
項
）

養
育
が
　
　
　
養
育
（
職
業
指
導
）
の
継
続
が

（ ）十三

（ ）十二

（ ）十一

（ ）十七

（ ）十八

付
記
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分

日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に

で
き
ま
す
。
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「
──
付
記
　

─
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、

─
　
　
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日

─
　
　
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

─
　
２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

─
　
　
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、

─

─
　
　
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
─
　
　
　
─
　
　
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
─
　
を
　
─
　
　
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

─
　
　
　
─
　
　
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

─
」

─
　
　
ん
。

─
　
３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た

─
　
　
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ

─
　
　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起

─
　
　
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁

─
　
　
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の

─
　
　
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─

──

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
─

以
内
に
、
厚
生
労
働
─

ま
す
。

─

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
─

秋
田
県
を
被
告
と
し
─

、
秋
田
県
知
事
と
な
─

た
だ
し
、
そ
の
期
間
─

し
て
１
年
を
経
過
し
─
　
に
改
め
る
。

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
──

場
合
の
処
分
の
取
消
─

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
─

す
る
こ
と
が
で
き
ま
─

決
の
日
の
翌
日
か
ら
─

取
消
し
の
訴
え
を
提
───

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

秋
田
県
規
則
第
四
十
四
号

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
「
又
は
」
の
下
に
「
製
造
販
売
業
、
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
賃
貸
業
」
を
「
、
賃
貸

業
若
し
く
は
修
理
業
」
に
、
「
経
由
し
な
け
れ
ば
」
を
「
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、

「
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
配
置
従
事
届
書
及
び
」
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
受
験
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
百
四
十
六

条
第
一
項
」
に
、
「
許
可
申
請
書
」
を
「
薬
種
商
販
売
業
の
許
可
の
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改

め
、
「
）
の
」
の
下
に
「
交
付
の
」
を
加
え
、
「
同
条
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
医
療
用
具
」
を
「
管
理
医
療
機
器
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
九
条

第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
医
療
用
具
」
を
「
管
理
医
療
機
器
」
に
改
め

る
。様

式
第
二
号
中
「
年
　
　
月
　
　
日
付
」
を
「
年
　
　
月
　
　
日
付
け
」
に
、
「
第
８
条
第
３
項

た
だ
し
書
」
を
「
第
７
条
第
３
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
医
療
用
具
販
売
業
（
賃
貸
業
）
届
出
済
証
」
を
「
管
理
医
療
機
器
販
売
業
（
賃

貸
業
）
届
出
済
証
」
に
、
「
第3

9

条
第
１
項
」
を
「
第3

9

条
の
３
第
１
項
」
に
、
「
医
療
用
具
の
」

を
「
管
理
医
療
機
器
の
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対
象
事
務
等
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対
象
事
務
等
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
第
四
号
（一）
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
（七）
中
「
医
療
用

26

付
記
　

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、

こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日

大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、

て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
　
　
　
　
　
　
　
り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
内
で
あ
つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た

し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起

す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁

起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
　

以
内
に
、
厚
生
労
働
　

ま
す
。

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
　

秋
田
県
を
被
告
と
し
　

、
秋
田
県
知
事
と
な
　

た
だ
し
、
そ
の
期
間
　

し
て
１
年
を
経
過
し
　
　
　

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
　

場
合
の
処
分
の
取
消
　

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
　

決
の
日
の
翌
日
か
ら
　

取
消
し
の
訴
え
を
提
　

年
　
　
月
　
　
日
付
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
　
　
第
８
条
第
３
項

た
だ
し
書
　
　
　
第
７
条
第
３
項
た
だ
し
書

医
療
用
具
販
売
業
（
賃
貸
業
）
届
出
済
証
　
　
　
管
理
医
療
機
器
販
売
業
（
賃

貸
業
）
届
出
済
証
　
　
　
　
第
3
9
条
第
１
項
　
　
　
第
3
9
条
の
３
第
１
項
　
　
　
　
医
療
用
具
の

管
理
医
療
機
器
の
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具
の
販
売
業
」
を
「
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
等
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者
　

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
専
門
技
術
員
又
は
改
良

普
及
員
」
を
「
普
及
指
導
員
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「
又
は
森
林
組
合
」
を
「
、
森
林
組
合
若
し
く
は
生
産
森
林
組
合
」
に
、
「
、

専
門
技
術
員
、
改
良
普
及
員
等
」
を
「
又
は
普
及
指
導
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
六
号

秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

様
式
第
一
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
る
。

」

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

本
　
籍

様
式
第
四
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
氏
　
名

住
　
所

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

w

」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
（
ふ
り
が
な
）

w

本
　
籍

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
（
表
面
）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
氏

住
　
所

氏
　
名
（
ふ
り
が
な
）

w

」

名
（
ふ
り
が
な
）

w

」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
七
号
及

び
様
式
第
八
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
さ
れ
る
修
学
資
金
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
貸
与
さ
れ
た
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
七
号

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
の
項
中
「
歯
科
技
工
所
休
（
廃
止
）
届
書
」
を
「
歯
科

技
工
所
休
（
廃
）
止
届
書
」
に
改
め
、
同
表
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
項
中
「
当
該
吏
員
の
身
分
証

明
書
」
を
「
身
分
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
の
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

27

又
は
森
林
組
合
　
　
　
、
森
林
組
合
若
し
く
は
生
産
森
林
組
合
　
　
　
　
、

専
門
技
術
員
、
改
良
普
及
員
等
　
　
　
又
は
普
及
指
導
員

住
　
　
所

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名

w

本
　
　
籍

住
　
　
所

電
話
番
号

申
請
者
と
の
関
係

電
話
番
号

生
年
月
日

職
　
　
業

年
月

日

住
　
　
所

電
話
番
号

住
　
　
所

電
話
番
号

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

本
　
籍

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
　
所

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w

氏
　
名
（
ふ
り
が
な
）

w

本
　
籍

氏
　

住
　
所

氏
　
名
（
ふ
り
が
な
）

w

名
（
ふ
り
が
な
）

w
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
八
号

秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
学
校
等
」
の
下
に
「
（
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行

政
法
人
の
設
置
す
る
学
校
等
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
連
帯
保
証
人
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
未
成
年
」
を
「
未
成
年

者
」
に
、
「
保
証
人
の
う
ち
一
人
は
」
を
「
連
帯
保
証
人
は
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
、
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯

保
証
人
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
保
証
人
が
」
を
「
連
帯
保
証
人
が
」
に
、
「
の
保
証
人
」
を

「
の
連
帯
保
証
人
」
に
、
「
保
証
人
変
更
届
」
を
「
連
帯
保
証
人
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
、
施
設
等
」
を
「
施
設
等
」
に
、
「
者
は
」
を
「
も
の
は
」
に
、
「
前
年
」
を
「
、
前
年
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
保
証
人
は
」
を
「
連
帯
保
証
人
は
、
」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
一
号
中
　
住
　
所

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

「

に
、

」

28

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

連
帯
保
証
人

父
又
は
母
が

あ
る
と
き
は

保
証
人
の
う

ち
１
人
は
父

又
は
母
と
し

て
く
だ
さ

い
。

本
籍
地

住
　
所

氏
名
及

び
生
年

月
日

ふ
り
が
な

年
　
月
　
日
生

本
人

と
の

続
柄

氏
名
及
び

生
年
月
日

ふ
り
が
な

年
月
日
生

本
人

と
の

続
柄

職
　
業

平
　
均

月
収
額

職
業

平
　
均

月
収
額

本
　
籍
　
地

住
　
　
　
所

裏　　面

歯科技工士法抜粋

第27条　都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報

告を命じ、又は当該吏員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他

の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認

識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。

２　前項の規定によつて立入検査をする当該吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求が

あるときは、これを提示しなければならない。

３　第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

連
帯
保
証
人
 

父
又
は
母
が

あ
る
と
き
は

保
証
人
の
う

ち
１
人
は
父

又
は
母
と
し
 

て
く
だ
さ
 

い
。
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「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

」

改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

本
　
籍

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
氏
　
名

住
　
所

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

w

」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
六
号
中
「
保

証

人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
、

住
　
所
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」
に
改
め
る
。

「

氏
　
　
名

本
　
　
籍

様
式
第
七
号
（
表
）
中
「
保

証

人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
、

住
　
　
所

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名

w

を
「
氏
　
　
名

w

」
に
改
め
る
。

w

」

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
八
号
中
　
住
　
所

を
「
氏
　
名

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

w

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
の
（注）
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
十
五
号
中
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
氏
　
名

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

w

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
号
中
「
保
　
証
　
人
　
変
　
更
　
届
」
を
「
連
帯
保
証
人
変
更
届
」
に
、
「
新
　
保

証
　
人
」
を
「
新
連
帯
保
証
人
」
に
、
「
旧

保

証

人
」
を
「
旧
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
号
の
改
正
規

定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に

お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

改
正
後
の
規
則
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
及
び
様
式
第
十
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規

則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
さ
れ
る
修
学
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
与
さ
れ
た
修
学

資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号

秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
秋
田
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
氏
　
名

本
　
籍

様
式
第
一
号
、
様
式
第
六
号
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
（
表
面
）
中

住
　
所

氏
　
名

w
を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」
に
改
め
る
。

29

連
帯
保
証
人

本
籍
地

住
　
所

氏
名
及

び
生
年

月
日

ふ
り
が
な

年
　
　
月
　
　
日
生

本
人
と

の
続
柄

職
　
業

平
　
均

月
収
額

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

本
　
籍

氏
　
名
　
　

住
　
所

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

保
証
人
　
　
　
連
帯
保
証
人
　
　
　
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
　
名
　

本
　
　
籍
　

保
証
人
　
　
　
連
帯
保
証
人
　
　
　
　
　
住
　
　
所
　

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
　

w

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w

保
証
人
　
　
　
連
帯
保
証
人

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w

保
　
証
　
人
　
変
　
更
　
届
　
　
　
連
帯
保
証
人
変
更
届
　
　
　
　
新
　
保

証
　
人
　
　
　
新
連
帯
保
証
人
　
　
　
　
旧
保
証
人
　
　
　
旧
連
帯
保
証
人

保
証
人
　
　
　
連
帯
保
証
人

氏
　
名

本
　
籍

住
　
所

氏
　
名

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w
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」

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
九
号

及
び
様
式
第
十
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
さ
れ
る
修
学
資
金
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
貸
与
さ
れ
た
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
号

秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
三

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
内
の
公
的
医
療
機
関
等
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
二
号
（三）
の
規
則
で
定
め
る
医
療
機
関
は
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福

祉
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
設
置
す
る
病
院
と
す
る
。

（
貸
与
の
申
請
）

第
三
条

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修
学

資
金
貸
与
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
県
内
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
卒
業
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
又
は
当
該
課
程
に
入
学
す
る
手
続
を
終
え
た

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
健
康
診
断
書

四
　
本
人
及
び
連
帯
保
証
人
の
戸
籍
抄
本
及
び
住
民
票
の
写
し

五
　
本
人
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
者
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
発
行
す
る
所
得
証
明
書

（
貸
与
申
請
書
の
提
出
期
限
）

第
四
条

前
条
に
規
定
す
る
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
毎
年
知
事
が
定
め
る
。

（
修
学
資
金
の
月
額
）

第
五
条

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
十
五
万
円
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
に
入
学
し
た
日
の
属
す
る
月
の
修
学
資
金
の
月
額
は
、
同

項
に
規
定
す
る
額
に
国
立
大
学
等
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
文
部

科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
大
学
の
学
部
の
項
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た

額
と
す
る
。

（
連
帯
保
証
人
）

第
六
条

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
立
て
る
べ
き
連
帯
保
証
人
は
、
成
年
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
貸
与
の
決
定
等
）

第
七
条

知
事
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
か
ど

う
か
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
書
）

第
八
条

知
事
は
、
貸
与
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
契
約
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

（
貸
与
契
約
の
解
除
等
の
通
知
）

第
九
条

知
事
は
、
条
例
第
五
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
契
約
を
解
除
し
、
又
は
修
学
資
金
の
貸

与
を
休
止
し
、
保
留
し
、
若
し
く
は
打
ち
切
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
修
学
生
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

（
修
学
資
金
借
用
証
書
）

第
十
条

修
学
生
及
び
連
帯
保
証
人
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
契
約
が
解
除
さ

れ
、
又
は
貸
与
契
約
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
貸
与
を
受
け
た
修
学
資
金
に
つ
い
て
、
直
ち

に
修
学
資
金
借
用
証
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
修
学
資
金
返
還
計
画
書
）

第
十
一
条

条
例
第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
修
学

資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
当
該
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
（
同
日
後
直
ち
に

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
免
除
を
申
請
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請

に
対
す
る
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
に
、
修
学
資
金
返
還
計
画
書

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
返
還
計
画
書
を
提
出
し
た
者
は
、
返
還
債
務
の
履
行
の
計
画
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
返
還
計
画
変
更
承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
て
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
還
の
猶
予
の
申
請
）

第
十
二
条

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修

学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
に
在
学
証
明
書
、
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
か
ど

う
か
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
返
還
の
免
除
の
申
請
）

第
十
三
条

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修
学
資
金

返
還
免
除
申
請
書
に
就
業
証
明
書
、
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
三
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
返
還
債
務
を
免
除
す
る
か
ど
う
か
を

決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
期
間
の
計
算
）

第
十
四
条

条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
項
第
二
号
の
医
師
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間

は
、
医
師
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
医
師
の
業
務
に
従
事
し
な
く

な
っ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
医
師
の
業
務
に

従
事
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
お
い
て
再
び
医
師
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
は
、
そ
の
月
を
一
月
と
し
て
計
算
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
第
二
号
の
休
職
又
は
停
職
の
期
間
の
計
算

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
医
師
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ

た
」
と
あ
る
の
は
「
休
職
又
は
停
職
に
さ
れ
た
」
と
、
「
医
師
の
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
」

と
あ
る
の
は
「
復
職
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
返
還
免
除
額
）

第
十
五
条

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
場
合
の

当
該
免
除
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
基

準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
条
例
第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
場
合
　
返
還
不
能
と
認
め
ら
れ
る
額

二
　
条
例
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
場
合
　
同
号
の
医
師
の
業
務
に
従
事

し
た
期
間
を
同
号
の
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
期
間
の
二
分
の
三
に
相
当
す
る
期
間
で
除
し

て
得
た
数
値
を
返
還
債
務
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額

（
学
業
成
績
表
等
の
提
出
）

第
十
六
条

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
業
成
績
表
及
び
健
康
診
断
書
の
提
出
は
、
毎
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
帯
保
証
人
の
変
更
）

第
十
七
条

被
貸
与
者
は
、
連
帯
保
証
人
が
死
亡
し
た
と
き
又
は
連
帯
保
証
人
に
破
産
手
続
開
始
の

決
定
そ
の
他
の
連
帯
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
新
た
な
連

帯
保
証
人
を
立
て
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
被
貸
与
者
は
、
連
帯
保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
十
八
条

修
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
。

二
　
休
学
し
、
復
学
し
、
転
学
し
、
又
は
退
学
し
た
と
き
。

三
　
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

四
　
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

五
　
連
帯
保
証
人
の
住
所
又
は
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

２

被
貸
与
者
（
修
学
生
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由

二
　
医
師
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
。

三
　
条
例
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
医
師
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
又
は
当
該
医
師
の
業
務
に
従

事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

３

連
帯
保
証
人
は
、
被
貸
与
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

被
貸
与
者
（
修
学
生
を
除
く
。
）
は
、
毎
年
、
四
月
一
日
に
お
け
る
就
業
等
の
状
況
を
同
月
十

五
日
ま
で
に
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
様
式
）

第
十
九
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
書
類

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
。
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第
三
条

第
八
条

第
十
条

第
十
一
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
十
二
条
第
一
項

第
十
三
条
第
一
項

修
学
資
金
貸
与
申
請
書

契
約
書

修
学
資
金
借
用
証
書

修
学
資
金
返
還
計
画
書

修
学
資
金
返
還
計
画
変
更
承
認
申
請
書

修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書

修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書

様
式
第
一
号

様
式
第
二
号

様
式
第
三
号

様
式
第
四
号

様
式
第
五
号

様
式
第
六
号

様
式
第
七
号
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

32

第
十
七
条

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
五
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
号

第
十
八
条
第
一
項
第
四
号

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号

第
十
八
条
第
二
項
第
三
号

第
十
八
条
第
三
項

第
十
八
条
第
四
項

連
帯
保
証
人
変
更
届

住
所
等
変
更
届

休
学
（
復
学
、
転
学
、
退
学
、
停
学
）

届修
学
資
金
辞
退
届

医
師
免
許
取
得
届

業
務
従
事
等
届

死
亡
届

就
業
等
状
況
届

様
式
第
八
号

様
式
第
九
号

様
式
第
十
号

様
式
第
十
一
号

様
式
第
十
二
号

様
式
第
十
三
号

様
式
第
十
四
号

様
式
第
十
五
号
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修学資金貸与申請書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

申請者

氏名　　　　　　　　w

修学資金の貸与を受けたいので、秋田県医師修学資金貸与条例第３条第１項の規定により、申請します。

様式第１号 修学資金貸与申請書（第19条関係）

（表）

（Ａ４判）

本 籍

住 所

郵便番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

郵便番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

大学　　　　学部　　　　学科（ 学年）

年　　月　大学卒業見込み年月　　　　　　　　　　 年　　月

年　　月から　　　　年　　月まで　　月間

生 年 月 日

年　　　　齢

年　　月　　日

歳

（ ふ り が な ）

氏 名

帰 省 先 住 所

大 学 名

大 学 の 所 在 地

大 学 入 学 年 月

貸 与 期 間

家族の状況

続柄

父

母

本人

氏　名 年齢 勤務先又は住所 職業 年　収 摘要



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

34

上記の申請について同意します。

親権者又は未成年後見人

住所

氏名　　　　　　　　w

上記の申請により申請者が修学資金の貸与を受けたときは、申請者と連帯してその返還の債務を履行します。

年　　月　　日

連帯保証人

氏名　　　　　　　　w

（裏）

職　　業

申請理由

将来の目標

連帯保証人

本 籍

住 所

（ ふ り が な ）

氏 名

申 請 者 と の 続 柄

郵便番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

勤　務　先

生 年 月 日

年　　　　齢

年　　月　　日

歳
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契　約　書

秋田県知事（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間に秋田県医師修学資金

貸与条例（以下「条例」という。）及び秋田県医師修学資金貸与条例施行規則（以下「規則」という。）の規定に基

づき、修学資金の貸与について、次のとおり契約を締結する。

第１条　甲は、乙に対し修学資金として次のとおり貸与する。

１　貸与総額　　　　　　　　　　円

２　貸与月額　　　　　　　　　　円（ 年　　月分については、 円）

３　貸与期間　　　　　　　年　　月から　　　　年　　月まで　　　月間

第２条　乙は、貸与を受けた修学資金の返還その他の義務については、条例及び規則の規定に基づき、誠実に履行す

るものとする。

第３条　甲は、乙が条例第５条の規定に該当することとなったと認めたときは、規則第９条の規定による通知で定め

る日をもって、この契約を解除し、又は貸与を休止し、保留し、若しくは打ち切るものとする。

第４条　条例、規則及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。

この契約の証として本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。

年　　月　　日

甲　秋田県知事　　　　　　■

乙　本　籍

住　所

氏　名　　　　　　　　w

連帯保証人

本　籍

住　所

氏　名　　　　　　　　w

親権者又は未成年後見人

本　籍

住　所

氏　名　　　　　　　　w

様式第２号 契約書（第19条関係）

（Ａ４判）

印紙

印



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

36

修学資金借用証書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

決定番号

被貸与者

本籍

住所

氏名　　　　　　　　w

連帯保証人

本籍

住所

氏名　　　　　　　　w

秋田県医師修学資金貸与条例の規定に基づき、修学資金として次のとおり借用しました。

印紙

様式第３号　修学資金借用証書（第19条関係）

（Ａ４判）

借 用 期 間

借　　用　　金　　額　　合　　計

円

借 用 月 数 借 用 月 額 借　　用　　金　　額

年　　月から

年　　月まで

年　　月から

年　　月まで

年　　月から

年　　月まで

年　　月から

年　　月まで

年　　月から

年　　月まで

年　　月から

年　　月まで

月間

月間

月間

月間

月間

月間

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円
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修学資金返還計画書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

決定番号

被貸与者

本籍

住所

氏名　　　　　　　　w

連帯保証人

本籍

住所

氏名　　　　　　　　w

秋田県医師修学資金貸与条例の規定に基づき貸与を受けた修学資金を、次により返還します。

１　返還金総額　　　　　　　　　　　　　　　円

（内訳） 借用金額　　　　　　　　　　円

利　　息　　　　　　　　　　円

２　履行計画

（１）返還方法　　　月賦　　　半年賦　　　一括

（２）返還期間　　　　　年　　月から　　　　年　　月まで（ 回）

（３）返還期日　　　毎月　　日

毎年　　月　　日及び　　月　　日

（４）返 還 額　　　月賦　　　　　　　　　　円

（４） 半年賦　　　　　　　　　円

様式第４号 修学資金返還計画書（第19条関係）

（Ａ４判）
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修学資金返還計画変更承認申請書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

決定番号

被貸与者

本籍

住所

氏名　　　　　　　　w

連帯保証人

本籍

住所

氏名　　　　　　　　w

修学資金の返還債務の履行の計画を変更したいので、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第11条第２項の規定

により、申請します。

１　返還金総額　　　　　　　　　　　　　　　円

（内訳） 借用金額　　　　　　　　　　円

利　　息　　　　　　　　　　円

２　返還済額　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　変更事項

４　変更理由

様式第５号 修学資金返還計画変更承認申請書（第19条関係）

（Ａ４判）

返還方法 返還期間 返還期日 返還額

変　更　後

変　更　前

月賦・半年賦

月賦・半年賦

年　　月から

年　　月まで

年　　月から

年　　月まで

毎月　　　　　日

毎年　　月　　日

毎月　　　　　日

毎年　　月　　日

円

円
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修学資金返還猶予申請書

年　　月　　日　

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

連帯保証人　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

秋田県医師修学資金貸与条例第７条の規定に基づき、修学資金の返還債務の履行の猶予を受けたいので、秋田県医

師修学資金貸与条例施行規則第12条第１項の規定により、申請します。

様式第６号　修学資金返還猶予申請書（第19条関係）

（Ａ４判）

返　　還　　金　　総　　額 円

円

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　　月間

返 還 済 額

返 還 未 済 額

猶 予 申 請 期 間

猶 予 申 請 理 由
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修学資金返還免除申請書

年　　月　　日　

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

連帯保証人　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

秋田県医師修学資金貸与条例第８条の規定に基づき、修学資金の返還債務の全部（一部）の免除を受けたいので、

秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第13条第１項の規定により、申請します。

様式第７号　修学資金返還免除申請書（第19条関係）

（Ａ４判）

返 還 金 総 額 円

円

円

年　　月から　　　　　年　　月まで 月

年　　月から　　　　　年　　月まで 月

円

返 還 済 額

返 還 未 済 額

貸 与 を 受 け た 期 間

県 内 の 公 的 医 療 機 関 等

に お け る 従 事 期 間

免 除 申 請 額

免 除 申 請 理 由
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41

連帯保証人変更届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

連帯保証人を変更するので、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第17条第１項（第２項）の規定により、届け出

ます。

被貸与者と連帯して修学資金の返還の債務を履行します。

年　　月　　日

新連帯保証人　　　　　　　　w

様式第８号　連帯保証人変更届（第19条関係）

（Ａ４判）

旧連帯保証人

新連帯保証人

変 更 理 由

本　　　　　籍

住　　　　　所

氏　　　　　名

本　　　　　籍

住　　　　　所

郵便番号　　　　　　　　　　　　　　電話番号

（ふりがな）
氏　　　　　名

被貸与者との続柄 職　　　　　業 勤　　　務　　　先

生　年　月　日 年　　月　　日

歳年　　　　　齢

備考　新連帯保証人の戸籍抄本及び住民票の写しを添付してください。
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住所等変更届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

次のとおり住所（氏名）を変更した（連帯保証人の住所（氏名）に変更があった）ので、秋田県医師修学資金貸与

条例施行規則第18条第１項（第２項）の規定により、届け出ます。

様式第９号　住所等変更届（第19条関係）

（Ａ４判）

被　　貸　　与　　者

連　帯　保　証　人

変　更　年　月　日 年　　月　　日

変　　更　　理　　由

旧　住　所 旧　氏　名

新　住　所 新　氏　名

旧　住　所 旧　氏　名

新　住　所 新　氏　名

備考　住所等の変更を証する書類（住民票の写し等）を添付してください。
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休学（復学、転学、退学、停学）届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

次のとおり休学した（復学した、転学した、退学した、停学の処分を受けた）ので、秋田県医師修学資金貸与条例

施行規則第18条第１項の規定により、届け出ます。

上記のとおり相違ないことを証明します。

年　　月　　日

大学　　学部長　　　　　　　　□□

様式第10号　休学（復学、転学、退学、停学）届（第19条関係）

（Ａ４判）

休 学 （ 停 学 ） 期 間 年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

年　　月　　日復学（転学、退学）年月日

転 学 先

理 由

印
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44

修学資金辞退届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

連帯保証人　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

次のとおり修学資金の貸与を受けることを辞退するので、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第18条第１項の

規定により、届け出ます。

様式第11号　修学資金辞退届（第19条関係）

（Ａ４判）

辞 退 年 月 日

理 由

修 学 資 金 借 用 済 額

借 用 証 書 提 出 予 定 日

年　　月　　日

年　　月分から
月間分　　　　　円

年　　月分まで

年　　月　　日
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医師免許取得届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

次のとおり医師免許を取得したので、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第18条第２項の規定により、届け出

ます。

様式第12号　医師免許取得届（第19条関係）

（Ａ４判）

医 籍 登 録 番 号

登 録 年 月 日

第　　　　　号

年　　月　　日

備考　医師免許証の写しを添付してください。
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業務従事等届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

次のとおり医師の業務に従事した（従事しなくなった）ので、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第18条第２

項の規定により、届け出ます。

様式第13号　業務従事等届（第19条関係）

（Ａ４判）

就 業 又 は 退 職 年 月 日

就 業 先 の 医 療 機 関

就業

年　　月　　日

退職

名　称

所在地

退 職 理 由

備考　業務に従事した場合は、就業証明書を添付してください。
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死亡届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

連帯保証人　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

次のとおり被貸与者が死亡したので、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第18条第３項の規定により、届け出

ます。

様式第14号　死亡届（第19条関係）

（Ａ４判）

決 定 番 号

氏 名

死 亡 年 月 日 年　　月　　日

名　称

所在地

年　　月分から

月間分　　　　　　　　円

年　　月分まで

死 亡 原 因

在学していた大学又は勤務先

修 学 資 金 借 用 済 額

備考　死亡診断書又は戸籍（除籍）抄本を添付してください。
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就業等状況届

年　　月　　日□

秋田県知事　　　　様

決定番号　　　　　　　　□

被貸与者　　　　　　　　□

住所　　　　　　　　　□

氏名　　　　　　　　w□

年４月１日現在の就業等の状況について、秋田県医師修学資金貸与条例施行規則第18条第４項の規定に

より、届け出ます。

上記のとおり相違ないことを証明します。

年　　月　　日

勤務先（大学）の長　　　　　　　　□□

様式第15号　就業等状況届（第19条関係）

（Ａ４判）

勤 務 先

（在学する大学又は大学院）

名 称

所 在 地

印
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秋
田
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
一
号

秋
田
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

秋
田
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
規

則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
秋
田
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
」
を
「
秋
田
県
消
費
生
活
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
表
中
「
第3

7

条
第
１
項
」
を
「
第3

5
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
様
式
裏
中
「
第3

7

条
」
を
「
第3

5

条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
二
号

秋
田
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
規
則
第

三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
、
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
住
民
票

の
写
し
」
を
「
、
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

知
事
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
の
申
請
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と

き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
と
き
は
、
登
記
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
」
を

「
場
合
で
届
出
を
し
た
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

知
事
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
た
者
に
係
る
本
人

確
認
情
報
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で

き
な
い
と
き
は
、
当
該
変
更
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
三
号

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
お
よ
び
種
子
審
査
員
の
審
査
の
事
務
を
補
助
す
る
種
子
審
査
補
助
員
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
お
よ
び
種
子
審
査
補
助
員
」
及
び
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中

「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
専
門
技
術
員
ま
た
は
改
良
普
及
員
」
を

「
普
及
指
導
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、

「
お
よ
び
種
子
審
査
補
助
員
」
及
び
「
お
よ
び
様
式
第
四
号
」
を
削
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
三
号
裏
面
中
「
抜
す
い
」
を
「
抜
粋
」
に
、

「
を
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第
3
7
条
第
１
項
　
　
　
第
3
5
条
第
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
3
7

条
　
　
　
第
3
5
条

５
　
審
査
の
基
準
及
び
方
法
は
、
都
道

る
。

６
　
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
査
を

証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
要
求
が

ら
な
い
。

５
　
審
査
の
基
準
及
び
方
法
は
、
農
林

県
が
定
め
る
。

６
　
前
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

具
備
す
べ
き
最
低
限
度
の
品
質
を
確

７
　
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
査
を

証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
要
求
が

ら
な
い
。

府
県
が
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め

行
う
当
該
技
術
吏
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
、

あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な

抜
す
い
　
　
　
抜
粋
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」
に
改
め
る
。

」

様
式
第
四
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
号
（七）
中
「
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
」
を
「
第
百
二

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業
者
」
に
改
め
、
同
号
（八）
中
「
国
立
学
校
設
置
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
九
条
の
二
」
を
「
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
二
号
）
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
裏
）
中
「
な
お
、
」
の
次
に
「
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
の
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
五
号

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
表
面
粗
さ
形
状
輪
郭
測
定
装
置
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
ガ
ス
吸
着
量
測
定
装
置
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
五
十
六
号

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
デ
ィ
ス
ク
式
記
録
再
生
特
性
評
価
装
置
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
電
気
化
学
測
定
装
置
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

50

審
基
準
及
方
法

農
林

県
が
定
め
る
。

６
　
前
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

具
備
す
べ
き
最
低
限
度
の
品
質
を
確

７
　
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
査
を

証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
要
求
が

ら
な
い
。

府
県
が
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め

行
う
当
該
技
術
吏
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
、

あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な

水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
準
拠
し
て
都
道
府

基
準
は
、
主
要
農
作
物
の
優
良
な
種
子
と
し
て

保
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
定
め
る
。

行
う
当
該
技
術
吏
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
、

あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な

な
お
、

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
の

押
出
機

一
、
五
五
〇
円

高
精
度
ス
ピ
ン
ス
タ
ン
ド

二
、
四
〇
〇
円

光
学
式
表
面
解
析
装
置

一
、
〇
五
〇
円

振
動
試
験
機

炭
化
賦
活
炉

一
、
一
五
〇
円

一
、
一
五
〇
円
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

秋
田
県
規
則
第
五
十
七
号

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年

秋
田
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
り

行
わ
れ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
」
を
「
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科

学
省
令
第
一
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
一
号
中
　
住
　
所

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

「

に
、

」

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

」

改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

本
　
籍

様
式
第
四
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
五
号
中
　
住
　
所

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

に
改
め
る
。

「

氏
　
名
　
　
　
　

本
　
籍

様
式
第
六
号
（
表
）
中
「
保

証

人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
、

住
　
所
　
　
　
　

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
名

w

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」
に
改
め
る
。

w

」

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
七
号
中
「
保

証

人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
、

住
　
所

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」

を
「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

w

」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

様
式
第
十
四
号
中
　
住
　
所

を
「
氏
　
名

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　w

」
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光
学
式
表
面
解
析
装
置

一
、
〇
五
〇
円

連
帯
保
証
人

父
又
は
母
が

あ
る
と
き
は

保
証
人
の
う

ち
１
人
は
父

又
は
母
と
し

て
く
だ
さ

い
。

本
籍
地

住
　
所

氏
名
及

び
生
年

月
日

年
　
月
　
日
生

氏
名
及

び
生
年

月
日

年
　
月
　
日
生

職
　
業

年
　
収

見
込
み

（
税
込
み
）

年
　
収

見
込
み

（
税
込
み
）

職
　
業

本
籍
地

住
　
所

連
帯
保
証
人

本
籍
地

住
　
所

氏
名
及

び
生
年

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

連
帯
保
証
人

本
籍
地

住
　
所

氏
名
及

び
生
年

月
日

年
　
月
　
日
生

職
　
業

年
　
収

見
込
み

（
税
込
み
）

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

本
　
籍

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w
」

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
名
　
　
　
　

本
　
籍
　
　
　
　

保
証
人
　
　
　
連
帯
保
証
人
　
　
　
　
　
住
　
所
　
　
　
　

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
名
　
　
　
　

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

保
証
人
　
　
　
連
帯
保
証
人
　
　
　
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

w

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
w

連
帯
保
証
人
 

父
又
は
母
が

あ
る
と
き
は

保
証
人
の
う

ち
１
人
は
父

又
は
母
と
し
 

て
く
だ
さ
 

い
。
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w

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「
保
証
人
に
」
を
「
連
帯
保
証
人
に
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
及
び
様
式
第
十
四
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則

の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
さ
れ
る
修
学
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
与
さ
れ
た
修
学
資

金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

秋
田
県
訓
令
第
三
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
第
二
十
三
号
４
ア
中
「
へ
調
査
」
を
「
に
お
い
て
調
査
」
に
、
「
、
（
調
整
手
当
」
を

「
（
、
調
整
手
当
」
に
改
め
、
「
○
○
○
○
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
」
及
び
「
「
○
○
○
○
」
に

は
、
公
共
的
機
関
等
の
名
称
を
記
載
す
る
。
」
を
削
る
。

「

別
表
第
三
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
十
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
る
。

52

w

保
証
人
に
　
　
　
連
帯
保
証
人
に

へ
調
査
　
　
　
に
お
い
て
調
査
　
　
　
　
、
（
調
整
手
当

「
（
、
調
整
手
当
　
　
　
　
　
　
◯
◯
◯
◯
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
　
　
　
　
「
◯
◯
◯
◯
」
に

は
、
公
共
的
機
関
等
の
名
称
を
記
載
す
る
。

訓
　
　
　
　
　
　
令

休
　
　
職

復
　
　
職

国
立
又
は
公
立
の
病
院
、
保
健
所
そ
の

他
公
的
医
療
機
関
に
お
い
て
、
当
該
傷

病
を
専
門
に
担
当
す
る
医
師
に
よ
る
診

断
書
。
た
だ
し
、
人
事
課
長
が
こ
れ
に

よ
り
難
い
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
都

度
別
に
指
定
す
る
医
師
に
よ
る
診
断
書

〃

２１

休
職
又
は

復
職
（
心

身
の
故
障

の
場
合
）

休
職
（
調

査
、
研
究

等
の
業
務

に
従
事
す

る
場
合
）

国
立
又
は
公
立
の
病
院
、
保
健
所
そ
の

他
公
的
医
療
機
関
に
お
い
て
当
該
傷
病

を
専
門
に
担
当
す
る
医
師
に
よ
る
診
断

書
。
た
だ
し
、
人
事
課
長
が
こ
れ
に
よ

り
難
い
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
都
度

別
に
指
定
す
る
医
師
に
よ
る
診
断
書

学
校
、
研
究
所
等
に
お
い
て
調
査
、
研

究
等
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類

２１

復
職
の
場

合
の
提
出

部
数
は
、

１
部
と
す

る
。

□
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ

た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
秋
田
県

人
事
委
員
会
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内

に
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す

る
秋
田
県
人
事
委
員
会
の
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の

裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田

県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
　

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ

て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た

と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に

対
す
る
秋
田
県
人
事
委
員
会
の
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取

（
注
）
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」

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
十
号
の
改
正
規

定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
訓
令
第
四
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
育
児
休
業
又
は
」
を

「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
育
児
休
業
又
は
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八

　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
修
学
部
分
休
業

様
式
第
二
号
の
（注）
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
訓
令
第
五
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
の
表
ダ
ム
管
理
・
建
設
業
務
手
当
の
項
中
「
地
域
振
興
局
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を

「
地
域
振
興
局
建
設
部
の
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
訓
令
第
六
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
職
務
発
明
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　秋

田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
職
務
発
明
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
職
務
発
明
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
第
一
号
中
「
一
万
円
」
を
「
三
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
千
円
」
を
「
一
万

五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
」
を
「
の
二
分
の
一
の
額
に
相
当
す
る
額
」
に
、
「
、
翌
年
」
を
「
翌

年
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の
三
十
以
内
の
」
を
「
二
分
の
一
の

額
に
相
当
す
る
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
職
務
発
明
規
程
（
以
下
「
新
訓
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条

の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
県
が
設
定
の
登
録
を
受
け
た
特
許
権
、
実
用
新
案
権

若
し
く
は
意
匠
権
（
以
下
「
特
許
権
等
」
と
い
う
。
）
又
は
県
が
譲
り
受
け
た
特
許
権
等
に
係
る

登
録
補
償
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
県
が
設
定
の
登
録
を
受
け
た
特
許
権
等
又
は
県
が
譲

53

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を

経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る

著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

□
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）
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り
受
け
た
特
許
権
等
に
係
る
登
録
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
訓
令
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
を
受
け

る
権
利
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
若
し
く
は
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
（
以
下
「
特
許
を

受
け
る
権
利
等
」
と
い
う
。
）
又
は
特
許
権
等
の
運
用
に
よ
り
、
又
は
第
三
者
へ
の
譲
渡
に
よ
り

得
た
収
入
に
係
る
実
施
補
償
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
を
受
け
る
権
利
等
又
は
特
許

権
等
の
運
用
に
よ
り
、
又
は
第
三
者
へ
の
譲
渡
に
よ
り
得
た
収
入
に
係
る
実
施
補
償
金
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
訓
令
第
七
号

庁
　
中
　
一
　
般

教

育

委

員

会

保
育
士
、
保
育
所
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
副
県
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

保
育
士
、
保
育
所
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

保
育
士
、
保
育
所
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十

六
年
秋
田
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
（
教
育
事
務
所
出
張
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
「
教
育
事
務
所
の
長
」
を
「
教
育
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
教
育
事
務
所
の

長
」
を
「
教
育
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
教
育
事
務
所
の
長
」
を
「
教
育
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削

る
。

「

「

別
表
児
童
福
祉
法
の
項
第
六
号
（１）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

「

に
改
め
、
同
号
（２）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

」

め
、
同
表
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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